
主　催 （公社）日本建築士会連合会／（一社）日本建築士事務所協会連合会／（公社）日本建築家協会
主　管 （一社）東京建築士会／（一社）東京都建築士事務所協会
協　力 （一社）日本建設業連合会 後　援 国土交通省／東京都

時　　間

１３：３０～１６：３５（受付１３：００～）

注意：日程により申込先・受講料振込先が異なります。詳細は裏面をご覧下さい。

受　講　料

４，３００円■
東京建築士会 正会員 
東京都建築士事務所協会 正会員
日本建築家協会 正会員 

（テキスト代・消費税込）

■  一　　般 ６，４００円（テキスト代・消費税込）

東京都新宿区西新宿 3-6-4 東照ビル 5F
TEL 03-5339-8288　FAX 03-3345-0150
http://www.taaf.or.jp/index.html

一般社団法人
東京都建築士事務所協会

一般社団法人
東京建築士会

東京都中央区晴海 1-8-12  オフィスタワー Z棟 4F
TEL 03-3536-7711　FAX 03-3536-7712
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp

13：30 ～ 13：40（10 分）

開始挨拶1

13：40 ～ 13：55（15 分）

講 義 1： 建築士法改正の経緯と意義2
※DVDによる講義

13：55 ～ 15：20（85 分）

3 講 義 2： 建築士法の改正内容について
行政担当者等講 師

休　憩

15：20 ～ 15：35（15 分）

4

講習プログラム
※プログラムは、全日程共通です。

15：35 ～ 16：35（60 分）

5 講 義 3： 改正建築士法による設計受託契約等のポイントについて
※DVDによる講義

昨年6月に公布され、平成27年6月25日に施行される建築士法の改正にあたり、その改正内容について、建築士事務所に属する建築士、開設者、
その他に周知を図るため、（公社）日本建築士会連合会、（一社）日本建築士事務所協会連合会、（公社）日本建築家協会の共催、開催地建築士会及び
事務所協会の主管により、講習会を実施することとなりました。特に今回の改正における設計、工事監理の書面契約や一括再委託禁止の義務化、
告示第 15 号に準拠した契約締結の努力義務等は、建築士ばかりでなく建築主にも課せられる義務、努力義務でもあり、建築士はそれらについて
明確に建築主へ説明できなければなりません。このほかにも建築士免許証提示の義務化をはじめ多くの義務、努力義務が課せられますので、改
正建築士法の円滑な施行のためには周知・講習が、法の実効性、ひいては設計等の業務の適正化・確立につながる重要なものとなります。つき
ましては、今回の法改正で書面による契約が義務づけられたことから、法改正に合わせた設計契約等のポイントについて新たにテキストを作成
し、解説する講習会を下記のとおり開催いたします。関係各位におかれましては、是非、この機会に受講いただきますよう、ご案内申し上げます。

使用テキスト

②「（仮称）改正建築士法による設計受託契約等のポイント」
【内 容】
・建築士法における契約関連規定について、書面による契約について、
   契約書面の記載方法について、Ｑ＆Ａ

①「（仮称）改正建築士法講習会テキスト」
【内 容】
・建築士法改正の経緯と意義
・建築士法の改正内容について（新・建築士制度普及協会発行「建築士法
   改正に係る説明会テキスト」と同内容）
・参考資料

※テキストは①と②の 2冊 1組となります。

開　催　日 定員（申込先着順） 運営・申込先

180名 東京都建築士
事 務 所 協 会

②平成27年6月18日（木） 110名 東京建築士会

③平成27年6月22日（月） 110名 東京建築士会

④平成27年6月24日（水）

場　　所

千代田区立内幸町ホール
東京都千代田区内幸町 1-5-1

東京建築士会 会議室
東京都中央区晴海 1-8-12 オフィスタワー Z棟 4F

東京建築士会 会議室
東京都中央区晴海 1-8-12 オフィスタワー Z棟 4F

東京建築士会 会議室
東京都中央区晴海 1-8-12 オフィスタワー Z棟 4F 110名 東京建築士会

①平成27年6月   4 日（木）

建 築 三 会 に よ る

建築士・建築士事務所のための
改正建築士法講 習 会

ＣＰＤ３単 位



■受講申込みについて：FAXでのお申込みになります。
受講ご希望の方は、下記の申込用紙に必要事項をご記入後、FAXにてお申込み下さい。
受講料は事前振込みになります。 

申込先着順。定員になり次第締切。定員：①180名、②③④110名

申込書記入：下記受講申込書
に必要事項記入、開催日を選び、
会員の方は会員団体・会員番
号を記入ます。

STEP1
申込手順 ※先に受講申込書を FAX 送信してから、受講料をお振込み下さい。

東京都新宿区西新宿 3-6-4 東照ビル 5F
TEL 03-5339-8288　FAX 03-3345-0150
http://www.taaf.or.jp/index.html

一般社団法人
東京都建築士事務所協会

一般社団法人
東京建築士会

東京都中央区晴海 1-8-12  オフィスタワー Z棟 4F
TEL 03-3536-7711　FAX 03-3536-7712
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp

〒104-6204 東京都中央区晴海 1-8-12
晴海トリトンスクエア  オフィスタワー Z棟 4F
TEL 03-3536-7711
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp

都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅下車
Ａ2出口より徒歩 6分
東京メトロ有楽町線「月島」駅下車 
10 出口より徒歩 12分

東京建築士会 会議室
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（地下一階）

Ａ-5出口

会場アクセス

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-5-1　
TEL 03-3500-5578
http://www.uchisaiwai-hall.jp

都営地下鉄三田線「内幸町」駅下車
A5番出口より徒歩 5分
JR 線、東京メトロ銀座線「新橋」駅下車 
7 番出口より徒歩 5分

千代田区立内幸町ホール

日程により申込先・受講料振込先が異なりますのでご注意下さい。

氏　名

希望開催日
（いずれかに○をつけて下さい）

フリガナ

「建築三会による建築士・建築士事務所のための改正建築士法講習会」　【受講申込書】

住　所

勤務先名

電話番号（日中に連絡の取れる番号）

振込名義 月　　　　　　日

※上記氏名と異なる方はご記入ください。

振込日

FAX番号（受講票返送のため、必ず記入して下さい）

連絡先

申込区分
（いずれかに○をつけて下さい）

4,300 円（テキスト代・消費税込）
一般

〒

□ 東京建築士会
□ 東京都建築士事務所協会
□ 日本建築家協会

6,400 円（テキスト代・消費税込）
正 会 員 番 号

[　　　　　　　　　   　]

正会員
（該当する団体に　  を
つけ、会員番号を記入

下さい）

受講料
振込先 三菱東京UFJ 銀行 京橋支店   普通：1719958  （一社）東京建築士会

指定口座にお振込み（振込手数料ご負担）

②平成 27年 6月 18 日（木） 東京建築士会会議室

受講料
振込先 三菱東京UFJ 銀行 京橋支店   普通：1719958  （一社）東京建築士会

指定口座にお振込み（振込手数料ご負担）

④平成 27年 6月 24 日（水） 東京建築士会会議室

①平成 27年 6月 4日（木） 千代田区立内幸町ホール
受講料
振込先

指定口座にお振込み（振込手数料ご負担）
三菱東京UFJ 銀行 浜松町支店   普通：1028733  （一社）東京都建築士事務所協会

【運営：東京都建築士事務所協会】 FAX返信先：03-3345-0150 【運営：東京建築士会】 FAX返信先：03-3536-7712

【運営：東京建築士会】 FAX返信先：03-3536-7712

受講料
振込先 三菱東京UFJ 銀行 京橋支店   普通：1719958  （一社）東京建築士会

指定口座にお振込み（振込手数料ご負担）

③平成 27年 6月 22 日（月） 東京建築士会会議室
【運営：東京建築士会】 FAX返信先：03-3536-7712

申込書受信確認及び入金確認後、
1週間以内に受講票を FAX にて
返送いたします。
※申込集計状況により受講票の
返送が遅れる場合がございます。

STEP４STEP２
FAX 送信：日程①を希望の方
は東京都建築士事務所協会へ、
②③④を希望の方は東京建築
士会へ FAX 送信します。

STEP３
受講料振込先：①の方は東京都
建築士事務所協会へ、②③④を
希望の方は東京建築士会の指定
口座へお振込み下さい。
※指定口座は、申込書内を参照。

03-3345-0150
■日程①の FAX 送信先

FAX
送信

東京都建築士事務所協会

03-3536-7712
■日程②③④の FAX 送信先

FAX
送信

東京建築士会

■お問合せ先：お申込みに関するお問合せは、下記運営団体の東京建築士会または東京都建築士事務所協会まで


